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訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
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井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
自
然
保
護
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ロ
中
「
協
議
へ
の
」
を
削
り
、
同
号
チ
中

「
策
定
」
の
下
に
「
、
廃
止
及
び
変
更
並
び
に
こ
れ
ら
の
公
示
」
を
加
え
、
同
号
中
ヲ
を
ワ
と
し
、
ル
を
ヲ
と
し
、
ヌ

を
ル
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヌ　

国
定
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
等
の
変
更
の
確
認
及
び
認
定
（
第
四
十
一
条
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
自
然
保
護
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
四
号
イ
中
「
及
び
公
園
事
業
」
を
削
り
、
同
号

チ
を
同
号
カ
と
し
、
同
号
ト
中
「
対
す
る
」
を
「
関
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
中
ヘ
を
チ
と
し
、

チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

リ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
の
策
定
、
廃
止
及
び
変
更
並
び
に
こ
れ
ら
の
告
示
（
第
十
六
条
の
二
）

　
　

ヌ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
に
適
合
す
る
旨
の
確
認
及
び
認
定
（
第
十
六
条
の
二
の
二
）

　
　

ル　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
等
の
変
更
の
確
認
及
び
認
定
（
第
十
六
条
の
二
の
二
）

　
　

ヲ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
に
適
合
す
る
旨
の
認
定
の
取
消
し
（
第
十
六
条
の
二
の
三
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
自
然
保
護
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ホ
中
「
第
七
条
の
十
三
」
を
「
第
七
条
の

七
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ニ
中
「
第
七
条
の
十
二
」
を
「
第
七
条
の
六
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同

号
ヘ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
公
園
事
業
者
に
対
す
る
」
を
「
公
園
事
業
に
係
る
」
に
、「
第
七
条
の
十
一
」
を
「
第
七
条

の
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
協
議
へ
の
」
を
削
り
、「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
二
」
に

改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

公
園
事
業
の
公
園
施
設
の
種
類
の
変
更
の
同
意
及
び
認
可
（
第
七
条
の
二
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
自
然
保
護
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
四
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

公
園
事
業
の
決
定
、
廃
止
及
び
変
更
並
び
に
こ
れ
ら
の
告
示
（
第
七
条
）

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
自
然
保
護
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
五
号
中
ホ
を
ヌ
と
し
、
ニ
を
リ
と
し
、
ハ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
の
策
定
、
廃
止
及
び
変
更
並
び
に
こ
れ
ら
の
告
示
（
第
二
十
二
条
の
二
）

　
　

ホ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
実
施
（
第
二
十
二
条
の
三
）

　
　

ヘ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
に
適
合
す
る
旨
の
確
認
及
び
認
定
（
第
二
十
二
条
の
三
）

　
　

ト　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
等
の
変
更
の
確
認
及
び
認
定
（
第
二
十
二
条
の
三
）

　
　

チ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
に
適
合
す
る
旨
の
認
定
の
取
消
し
（
第
二
十
二
条
の
四
）

　

別
表
第
一
自
然
保
護
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ハ
中
「
報
告
の
徴
収
」
を
「
報
告
徴
収
」
に
改
め
、
同
号
リ
中

「
の
事
務
」
を
「
の
認
定
関
係
事
務
」
に
、「
認
定
事
務
」
を
「
認
定
関
係
事
務
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
中
「
報
告
の
徴

収
」
を
「
報
告
徴
収
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
中
「
内
容
等
の
変
更
の
確
認
及
び
認
定
」
を
「
実
施
」
に
改
め
、
同
号
タ
中

「
報
告
の
徴
収
」
を
「
報
告
徴
収
」
に
改
め
、
同
号
ナ
及
び
ム
中
「
拡
張
」
を
「
区
域
の
拡
張
」
に
改
め
、
同
項
第
四

号
イ
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

ロ　

公
園
事
業
の
内
容
の
変
更
（
公
園
施
設
の
種
類
の
変
更
を
除
く
。）
の
同
意
及
び
認
可
（
第
七
条
の
二
）

ハ　

公
園
事
業
の
執
行
に
係
る
同
意
を
得
た
者
又
は
認
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の
同
意
及
び
承
認
（
第
七

条
の
四
）

　
　

ニ　

公
園
事
業
の
執
行
に
係
る
認
可
を
受
け
た
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
等
（
第
七
条
の
八
）

　

別
表
第
一
自
然
保
護
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
中
「
及
び
届
出
の
受
理
」
を
削
り
、

同
号
ト
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
チ
中
「
集
積
等
」
を
「
木
竹
の
損
傷
を
規
制
す
る
区
域
の
指
定
、
集
積
等
」
に
改
め
、

「
植
物
の
指
定
」
の
下
に
「
、
植
栽
等
を
規
制
す
る
植
物
及
び
区
域
の
指
定
」
を
、「
動
物
の
指
定
」
の
下
に
「
、
放

つ
こ
と
を
規
制
す
る
動
物
及
び
区
域
の
指
定
」
を
加
え
、
同
号
チ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
リ
中
「
行
為
の
届
出
の
受
理
、

当
該
」
を
「
届
出
を
要
す
る
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
中
止
命
令
」
を
「
行
為
の
中
止
命
令
」

に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ル
中
「
報
告
の
徴
収
」
を
「
特
別
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
を
受
け
た

者
等
に
対
す
る
報
告
徴
収
」
に
、「
調
査
」
を
「
立
入
調
査
」
に
改
め
、
同
号
ル
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
リ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。
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ヌ　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
実
施
（
第
十
六
条
の
二
の
二
）

　
　

ル　

生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
実
施
状
況
等
の
報
告
徴
収
（
第
十
六
条
の
二
の
四
）

　

別
表
第
一
自
然
保
護
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ヲ
中
「
、
風
景
地
保
護
協
定
の
」
を
「
及
び
」
に
、「
締
結
に
」

を
「
当
該
締
結
等
に
」
に
、「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
の
二
の
五
」
に
改
め
、
同
号
ワ
中
「
告
示
等
」
を
「
告

示
及
び
縦
覧
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
中
「
実
地
調
査
」
を
「
自
然
公
園
の
指
定
等
に
係
る
実
地
調
査
」
に
、「
立
入
り
、

所
有
者
へ
の
通
知
等
」
を
「
立
入
り
等
」
に
改
め
、
同
号
タ
中
「
協
議
へ
の
」
を
「
協
議
に
対
す
る
」
に
改
め
、
同
項

第
五
号
イ
中
「
行
為
の
届
出
又
は
通
知
の
受
理
並
び
に
そ
の
届
出
に
係
る
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
」
に
改
め
、

「
制
限
及
び
」
の
下
に
「
当
該
行
為
に
関
す
る
」
を
加
え
、「
及
び
短
縮
」
を
「
並
び
に
当
該
行
為
の
着
手
制
限
期
間

の
短
縮
」
に
改
め
、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
長
の
観
光
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ロ
中
「
協
議
へ
の
」
を
削
り
、

同
項
第
四
号
イ
中
「
及
び
公
園
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
中
「
解
除
」
を
「
指
定
の
解
除
」
に
、「
そ
の
公
示
」
を
「
こ

れ
ら
の
告
示
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ホ
中
「
第
七
条
の
十
三
」
を
「
第
七
条
の
七
」
に
改
め
、
同

号
ホ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ニ
中
「
第
七
条
の
十
二
」
を
「
第
七
条
の
六
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号

ハ
中
「
公
園
事
業
者
に
対
す
る
」
を
「
公
園
事
業
に
係
る
」
に
、「
第
七
条
の
十
一
」
を
「
第
七
条
の
三
」
に
改
め
、

同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
協
議
へ
の
」
を
削
り
、「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を

同
号
ハ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

公
園
事
業
の
公
園
施
設
の
種
類
の
変
更
の
同
意
及
び
認
可
（
第
七
条
の
二
）

　

別
表
第
一
経
済
商
工
観
光
部
長
の
観
光
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
四
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

公
園
事
業
の
決
定
、
廃
止
及
び
変
更
並
び
に
こ
れ
ら
の
告
示
（
第
七
条
）

　

別
表
第
一
観
光
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ハ
中
「
報
告
の
徴
収
」
を
「
報
告
徴
収
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ

中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
及
び
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

ロ　

公
園
事
業
の
内
容
の
変
更
（
公
園
施
設
の
種
類
の
変
更
を
除
く
。）
の
同
意
及
び
認
可
（
第
七
条
の
二
）

　
　

ハ　

公
園
事
業
の
執
行
に
係
る
認
可
を
受
け
た
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
等
（
第
七
条
の
八
）

　

別
表
第
一
観
光
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
五
号
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
同
号
ヘ
中
「
実
地
調
査
」
を
「
自
然
公
園
の
指

定
等
に
係
る
実
地
調
査
」
に
改
め
、「
立
入
り
、
所
有
者
へ
の
通
知
等
」
を
「
立
入
り
等
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号

ニ
と
す
る
。

　

別
表
第
一
地
方
振
興
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
十
二
号
ハ
中
「
行
為
の
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
」
に
、

「
又
は
措
置
命
令
及
び
」
を
「
及
び
当
該
行
為
に
関
す
る
措
置
命
令
並
び
に
」
に
、「
又
は
短
縮
」
を
「
並
び
に
当
該

行
為
の
着
手
制
限
期
間
の
短
縮
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
イ
中
「（
以
下
」
を
「（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
九

十
八
号
。
以
下
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
、「
届

出
」
の
下
に
「
の
受
理
」
を
加
え
、
同
項
第
二
十
五
号
イ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、

採
石
法
」
に
、「
地
上
部
」
を
「
地
上
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
特
別
地
域
の
指
定
若
し
く
は
そ
の
区
域
の

拡
張
の
際
又
は
集
積
等
を
規
制
す
る
物
が
指
定
さ
れ
た
際
に
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
が
規
制
さ

れ
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
い
て
既
に
」
に
、「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
行
為

の
禁
止
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
禁
止
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
協
議
へ
の
」
を
「
協
議
に
対
す
る
」
に
改
め
、

同
項
第
二
十
六
号
イ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
、「
地
上
部
」
を
「
地

上
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
特
別
地
域
の
指
定
若
し
く
は
そ
の
区
域
の
拡
張
の
際
又
は
集
積
等
を
規
制
す
る

物
が
指
定
さ
れ
た
際
に
」
を
「
第
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
い
て
既
に
」

に
、「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
採
石
法
」

を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
行
為
の
禁
止
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の

禁
止
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
報
告
の
徴
収
」
を
「
報
告
徴
収
」
に
、「
調
査
」
を
「
立
入
調
査
」
に
改
め
、
同
号
ト

中
「
協
議
へ
の
」
を
「
協
議
に
対
す
る
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
六
号
ハ
中
「
行
為
の
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
」
に
、「
又
は

措
置
命
令
及
び
」
を
「
及
び
当
該
行
為
に
関
す
る
措
置
命
令
並
び
に
」
に
、「
又
は
短
縮
」
を
「
並
び
に
当
該
行
為
の

着
手
制
限
期
間
の
短
縮
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
ロ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石

法
」
に
、「
、
当
該
」
を
「
並
び
に
当
該
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
イ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱

物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
、「
地
上
部
」
を
「
地
上
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
特
別
地
域
の
指
定
若
し
く
は

そ
の
区
域
の
拡
張
の
際
又
は
集
積
等
を
規
制
す
る
物
が
指
定
さ
れ
た
際
に
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行

為
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
い
て
既
に
」
に
、「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置

と
し
て
行
う
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
改
め
、
同

号
ト
中
「
協
議
へ
の
」
を
「
協
議
に
対
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
イ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る

鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
、「
地
上
部
」
を
「
地
上
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
特
別
地
域
の
指
定
若
し
く

は
そ
の
区
域
の
拡
張
の
際
又
は
集
積
等
を
規
制
す
る
物
が
指
定
さ
れ
た
際
に
」
を
「
第
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行

為
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
い
て
既
に
」
に
、「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置

と
し
て
行
う
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
改
め
、
同

号
ニ
中
「
行
為
の
禁
止
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
禁
止
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
報
告
の
徴
収
」
を
「
報
告
徴
収
」

に
、「
調
査
」
を
「
立
入
調
査
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
協
議
へ
の
」
を
「
協
議
に
対
す
る
」
に
改
め
、
同
表
地
域
事

務
所
に
置
か
れ
る
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ハ
中
「
行
為
の
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
」
に
、「
又

は
措
置
命
令
及
び
」
を
「
及
び
当
該
行
為
に
関
す
る
措
置
命
令
並
び
に
」
に
、「
又
は
短
縮
」
を
「
並
び
に
当
該
行
為

の
着
手
制
限
期
間
の
短
縮
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
ロ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採

石
法
」
に
、「
、
当
該
」
を
「
並
び
に
当
該
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る

鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
、「
地
上
部
」
を
「
地
上
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
特
別
地
域
の
指
定
若
し
く
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は
そ
の
区
域
の
拡
張
の
際
又
は
集
積
等
を
規
制
す
る
物
が
指
定
さ
れ
た
際
に
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
い
て
既
に
」
に
、「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措

置
と
し
て
行
う
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
改
め
、

同
号
ト
中
「
協
議
へ
の
」
を
「
協
議
に
対
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
イ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け

る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
、「
地
上
部
」
を
「
地
上
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
特
別
地
域
の
指
定
若
し

く
は
そ
の
区
域
の
拡
張
の
際
又
は
集
積
等
を
規
制
す
る
物
が
指
定
さ
れ
た
際
に
」
を
「
第
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
い
て
既
に
」
に
、「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措

置
と
し
て
行
う
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
採
石
法
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
鉱
物
の
掘
採
、
採
石
法
」
に
改
め
、

同
号
ニ
中
「
行
為
の
禁
止
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
禁
止
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
報
告
の
徴
収
」
を
「
報
告
徴

収
」
に
、「
調
査
」
を
「
立
入
調
査
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
協
議
へ
の
」
を
「
協
議
に
対
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
自
然
保
護
課
に

係
る
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ロ
及
び
同
項
第
四
号
ト
の
改
正
規
定
、
同
表
自
然
保
護
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
三
号
の

改
正
規
定
（
同
号
ヨ
の
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
項
第
四
号
ヌ
の
改
正
規
定
、
同
号
ヲ
の
改
正
規
定
（「
第
十
六
条
の

二
」
を
「
第
十
六
条
の
二
の
五
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
同
号
ワ
、
ヨ
及
び
タ
の
改
正
規
定
、
同
項
第
五
号
イ
の

改
正
規
定
（「
行
為
の
届
出
又
は
通
知
の
受
理
並
び
に
そ
の
届
出
に
係
る
」
を
「
届
出
を
要
す
る
行
為
の
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。）、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
長
の
観
光
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
三
号
ロ
、
同
項
第
四
号
ヘ
、
同
表
観

光
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
四
号
ハ
及
び
同
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
同
表
地
方
振
興
事
務
所
長
の
専
決
事
項
の
項

の
改
正
規
定
（
同
項
第
二
十
六
号
ロ
の
改
正
規
定
（「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て

行
う
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）
及
び
同
号
ヘ
の
改
正
規
定
を
除
く
。）、
別
表
第
四
林
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の

項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
十
号
ロ
の
改
正
規
定
（「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行

う
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）
及
び
同
号
ヘ
の
改
正
規
定
を
除
く
。）
並
び
に
同
表
地
域
事
務
所
に
置
か
れ
る
林
業
振

興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
八
号
ロ
の
改
正
規
定
（「
応
急
措
置
と
し
て
の
」
を
「
た
め
に
必
要

な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）
及
び
同
号
ヘ
の
改
正
規
定
を
除
く
。）
は
、
同
年
五
月
三
十
一

日
か
ら
施
行
す
る
。
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